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時　　　間

日　　　程

確
定
申
告
期
限
の
延
長
と

振
替
日
（
振
替
納
税
）
の
変
更
に
つ
い
て

　

今
般
、
政
府
の
方
針
を
踏
ま

え
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、
申

告
所
得
税
、
贈
与
税
、
個
人
事
業

者
の
消
費
税
に
つ
い
て
、
4
月
16

日
（
木
）
ま
で
、
申
告
・
納
付
期

限
を
延
長
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
申
告
所
得
税
お

よ
び
個
人
事
業
者
の
消
費
税
の
振

替
納
税
を
ご
利
用
さ
れ
て
い
る
方

の
振
替
日
に
つ
い
て
も
、
申
告
所

得
税
は
5
月
15

日
（
金
）
、
個
人

事
業
者
の
消
費
税
は
5
月
19

日

（
火
）
に
変
更
と
な
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

や
お
近
く
の
税
務
署
で
発
行
す
る

I
D
・
パ
ス
ワ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、

確
定
申
告
会
場
に
出
向
く
こ
と
な

く
、
ご
自
宅
等
か
ら
ス
マ
ホ
や
パ

ソ
コ
ン
な
ど
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
よ
り
申
告
（e

-
T
a
x

）
し
て
い
た

だ
く
こ
と
が
可
能
で
す
。

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

で
、
必
要
な
事
項
を
入
力
し
て
、

e
-
T
a
x

で
申
告
い
た
だ
け
れ
ば
、

医
療
費
の
領
収
書
や
寄
附
金
の
受

領
証
な
ど
の
書
類
を
提
出
し
て
い

た
だ
く
必
要
が
な
く
、
大
変
便
利

で
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
令
和
元
年
分
の
還
付
申

告
に
つ
い
て
は
、
5
年
間
申
告
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
令
和
6

年
12

月
31

日
ま
で
申
告
す
る
こ
と

が
可
能
で
す
。

（
還
付
申
告
の
例
）

　

給
与
所
得
者
や
公
的
年
金
受
給

者
で
、
医
療
費
控
除
・
寄
附
金
控

除
（
ふ
る
さ
と
納
税
等
）
・
住
宅

借
入
金
等
特
別
控
除
（
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
）
に
よ
り
還
付
を
受
け
ら

れ
る
方　

な
ど

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

八
雲
税
務
署

　

☎
0
1
3
7
│
63
│
2
1
4
8

八
雲
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

所
得
税
等
の
申
告
期
限
の
延
長

に
伴
い
、
町
民
税
・
道
民
税
の
申

告
期
限
に
つ
い
て
も
、
4
月
16

日

（
木
）
ま
で
延
長
に
な
り
ま
し
た
。

申
告
受
付
の
延
長
に
つ
い
て

　

左
記
の
通
り
申
告
受
付
を
延
長

し
ま
す
の
で
、
ま
だ
申
告
を
さ
れ

て
い
な
い
方
は
、
期
限
ま
で
に
申

告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
3
月
17

日
（
火
）
以
降

に
確
定
申
告
書
お
よ
び
町
民
税
・

道
民
税
申
告
書
が
提
出
さ
れ
た
場

合
に
は
、
令
和
2
年
度
個
人
町
民

税
・
道
民
税
や
令
和
2
年
度
国
民

健
康
保
険
税
の
当
初
発
送
の
納
税

通
知
書
に
所
得
金
額
等
の
反
映
が

間
に
合
わ
な
い
場
合
も
ご
ざ
い
ま

す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

■申告・納付期限

申 告 所 得 税

個人事業者の消費税

贈 与 税

延　長　前

3月16日（月）

3月31日（火）

3月16日（月）

延　長　後

4月16日（木）

町
民
税
・
道
民
税

　
　
　
　

申
告
期
限
の
延
長
に
つ
い
て

八
雲
税
務
署
に
お
け
る
延
長
の
日
程

時　　　間

会　　　場

３月17日（火）～

４月16日（木）の間

土日祝日を除く

八雲地方合同庁舎

２階

八雲税務署内

役
場
に
お
け
る
延
長
の
日
程

３月17日（火）～

４月16日（木）の間

土日祝日を除く

日　　　程

午前９時～

午後４時まで

午前８時30分～

午後５時15分まで

役場１階

住民税係窓口

熊石総合支所１階

税務係窓口

広報 ���  4月号　14


